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「北海道男女平等参画基本計画」推進状況（平成 29年度）の概要 

 

１ 作成の趣旨 

○ 道では、平成 13年３月に公布した「北海道男女平等参画推進条例」（以下「条例」という。）に基

づき、平成 30年３月に、第３次北海道男女平等参画基本計画（H30～H39。以下「第３次計画」とい

う。）を策定しました。 

○ 北海道男女平等参画基本計画の推進状況は、条例の規定に基づき、毎年公表することとしており、現

在、平成 29年度の推進状況と関連する施策の実施状況の取りまとめを行っています。 

 

２ 第３次計画の体系 －目標と基本方向、施策の方向－ 

 【目標Ⅰ 男女平等参画の実現に向けた意識の変革】 

基本方向 施策の方向 

１ 男女平等参画の啓発の推進 （１） 広報・啓発活動の充実 

（２） メディア等における男女平等の理念への配慮 

（３） 国際交流・国際理解・国際協力の促進 

２ 男女平等の視点に立った 

教育の推進 

（１） 家庭における男女平等教育の推進 

（２） 学校における男女平等教育の推進 

（３） 社会における男女平等教育の推進 

 

 【目標Ⅱ 男女が共に活躍できる環境づくり】  

基本方向 施策の方向 

１ 女性活躍の気運醸成と 

見える化の推進 

（１） 女性の活躍を応援するネットワークの構築 

（２） 地域で活躍する女性の「見える化」 

２ 働く場における女性の活躍 
  促進 

（１） 政策・方針決定への女性の参画拡大 

（２） 仕事と家庭生活が両立できる働き方改革 

（３） 男女の均等な雇用機会と待遇の確保 

（４） 働きたい女性の就労・雇用継続支援 

（５） 女性の円滑な再就職の支援 

（６） 起業・多様な働き方支援 

（７） パートタイム労働者や派遣労働者等の雇用環境の整備 

（８） 育児、介護の支援体制の充実 

（９） 相談業務の充実 

３ 農林水産業・自営業に 

おける男女平等参画の促進 

（１） 農林水産業・自営業における男女平等参画の促進 

４ 地域社会における男女平等 

  参画の促進 

（１） 地域活動の促進 

（２） 防災・災害復興における男女平等参画の促進 

 

【目標Ⅲ 安心して暮らせる社会の実現】 

基本方向 施策の方向 

１ 男女平等参画を阻害する 

  あらゆる暴力の根絶 

（１） 男女平等参画を阻害する暴力根絶に対する取組の充実 

２ みんなが安心して暮らせる 

  環境の整備 

（１） 貧困など生活上の困難に直面している人々への支援 

（２） 高齢者、障がい者等が安心して暮らせる環境の整備 

３ 生涯にわたる健康づくりの  

推進 

（１） 生涯を通じた健康支援の推進 

（２） 妊娠、出産等に関する健康支援 
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３ 基本計画の推進状況 

 ○ 第３次計画では、計画の推進管理を効果的に行うため、施策の方向の項目ごとに、25の指標項目と、

62の参考項目を設定するとともに、指標項目においては目標値を設定しています。 

 

 

 

 

 

【目標Ⅰ 男女平等参画の実現に向けた意識の変革】 

いまだに根強く残る固定的な性別役割分担意識を解消し、男女が社会のあらゆる分野で性別にかかわら

ず個性と能力を十分に発揮できる社会づくりに向け、広報・啓発活動の充実や、男女平等の視点に立った

教育の推進などに取り組んでいます。 

 

《主な関連施策〔事業名〕》 

・男女平等参画広報紙「イコール・パートナー」の発行（年３回） 

 ・北海道における男女平等参画社会を推進するための拠点施設「北海道立女性プラザ」による講

座・セミナー等の開催、関連情報の収集・提供、相談業務の実施 〔男女平等参画社会づくり推

進費（女性プラザ管理運営費）〕 

 ・男女平等参画チャレンジ賞（H29年度は１個人・１団体を表彰） 〔男女平等参画社会づくり推  

進費（男女平等参画社会づくり推進事業費）〕 

 ・北海道女性協会が実施する、女性のための連続講座（札幌開催）、セミナーや法律相談（それぞ

れ道内６カ所で開催）に対する助成 〔男女平等参画社会づくり推進費（北海道女性協会実施事

業補助金）〕 

 ・道立生涯学習推進センターなどの生涯教育関連施設や道民カレッジにおける講座、セミナーの開催な  

ど、学習機会の充実 〔生涯学習推進費（北海道立生涯学習推進センター費、ほっかいどう生涯学習ネ  

ットワークカレッジ（道民カレッジ）事業費及び視聴覚センター事業費）〕 

 

 《取組の推進状況》 

指標項目 
２次計画 

策 定 時 

３次計画 備考 

（前回調査

結果等） 
目 標 策 定 時 現 状 

「男は仕事、女は家庭」という考え

方に同感しない人の割合 

34.0％ 

（H18年度） 

60.0％ 

（H34年度） 

46.1％ 

（H27年度） 

46.1％ 

（H27年度） 

54.1％ 

（H23年度） 

生涯学習の成果を活用している住

民の割合 
－ 

80.0％ 

（H37年度） 

58.6％ 

（H28年度） 

61.7％ 

（H29年度） 

 

 

（注）・下段（ ）は調査時点。なお、調査実施時期により策定時と現状の数値が同じとなっているものがあります。 

・３次計画から新たに設定した指標項目は、２次計画策定時の欄を「－」としています。 

 

 ・「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の割合は、前回調査（H23年度）に比べ 

８ポイントの減となっていますが、平成 18年度からは 12ポイント増加しており、固定的な性

別役割分担意識が徐々に改善される傾向がうかがえます。 

・生涯学習の成果を活用している住民の割合は、前年度（平成 28年度）から 3.1ポイントの増  

となりました。 

・ 指標項目：計画の推進管理において成果を検証する際に用いる項目 

・ 参考項目：男女平等参画推進の状況把握のため参考とする項目 
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〔参考：「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の割合（前２回調査との比較）〕 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※出典 H18年度及び H27年度：道民意識調査、H23年度：DVに関する意識調査（いずれも道調査） 

 

【目標Ⅱ 男女が共に活躍できる環境づくり】 

職場、家庭、地域などあらゆる分野への女性の参画を促進するとともに、男女が仕事と家庭を両

立できる環境づくりや、女性の政策、方針決定の場への参画、ライフステージに応じた働き方の選

択、農林水産業や自営業における女性の経営参画など、女性の活躍を推進するための取組を進め

ています。 

 

《主な関連施策〔事業名〕》 

・「北の輝く女性応援会議」において、構成団体（経済団体、行政など）のトップによる応援メッセージ 

の発出や、「女性の活躍を応援するリンケージメッセージ」の募集・公表を実施 〔男女平等参画社会 

づくり事業費（北の輝く女性活躍推進事業費）〕 

・地域における関係機関の連携体制を構築して女性の活躍を支援するため、「地域連携会議」を開催 

（平成 29年度は旭川市、帯広市の２カ所で開催） 〔同上〕 

・道立女性プラザ内に設置している「女性の活躍支援センター」に活躍支援員を配置して、道内在住の女  

性を対象として、ライフステージに応じた様々な相談に対応 〔同上〕 

・道の審議会における女性委員の比率を平成 34（2022）年度までに 40％とする目標を設定するとともに、 

委員選定のための参考となる女性人材リストを整備し、登用を促進 

 ・仕事と家庭の両立や女性の活躍推進に積極的に取り組む企業を「北海道あったかファミリー応援企業」 

や「北海道なでしこ応援企業」に登録・認定するとともに、特に積極的に取り組ん 

でいる認定企業を表彰 〔ゆとり推進費（誰もが働きやすい職場環境づくり事業費）〕 

・「ジョブカフェ北海道」に「マザーズ・キャリアカフェ」を設置し、子育て中の女性などの再就職をワ  

ンストップで支援 〔若年労働者雇用対策費（北海道求職者就職支援センター事業費）〕 

・道内で起業しようとする女性や若者を対象に、起業相談会や実践起業塾、メンター交流会などを開催し  

たほか、道北及び釧根地域で起業サポートネットワークを形成 〔地域応援！女性・若者起業家育成支 

援事業〕 

・子育て女性を対象に、道内５地域で就職に向けた不安解消セミナーや職場体験チャレンジを開催し、参 

加者全員にフォローアップを実施 〔地域子育てなでしこ再就職支援事業〕 

・放課後児童クラブや放課後子供教室の運営に対する支援、保育士等のキャリアアップや潜在保育士の復  

職に向けた研修等の実施 〔子育て支援対策費、放課後子供教室事業費〕 

・女性の農業経営・社会参画を推進するための検討会や、青年農業者との意見交換会等の開催  

〔担い手育成総合推進事業費（次代を担う女性農業者の活躍サポート事業費）〕 

9.7%

12.3%

17.9%

42.4%

31.9%

45.3%

46.1%

54.1%

34.0%

1.9％

1.6％

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H27年度

H23年度

H18年度

同感する どちらともいえない 同感しない わからない・無回答
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 《取組の推進状況》 

指標項目 
２次計画 

策 定 時 

３次計画 備考 

（前回調査

結果等） 
目 標 策 定 時 現 状 

道の審議会等における女性委員

の登用率 

30.8％ 

（H19.6） 

40.0％ 

（H34年度） 

37.4％ 

（H29.4.1） 

37.4％ 

（H29.4.1） 

37.6％ 

（H28.4.1） 

道（知事部局等）の本庁課長級以

上の職に占める女性職員の割合 
－ 

8.0％ 

（H31年度） 

6.3％ 

（H29.4.1） 

6.3％ 

（H29.4.1） 

 

 

道（知事部局等）の男性職員の育

児休業取得率 
－ 

10.0％ 

（H36年度） 

2.7％ 

（H28年度） 

1.3％ 

（H29年度） 
 

育児休業取得率 

男性 2.8％ 13.0％ 2.5％ 2.2％  

女性 

 

84.9％ 

（H18年度） 

90.0％ 

（H37年度） 

82.5％ 

（H28年度） 

81.5％ 

（H29年度） 
 

年間総労働時間 
2,060 時間 

（H18年） 

1,922 時間 

（H37年） 

2,023 時間 

（H28年） 

2,041 時間 

（H29年） 
 

女性（25～34歳）の就業率 
58.5％ 

（H17年） 

全国平均以上 

（H31年） 

70.3％ 

（H28年） 

71.4％ 

（H29年） 

75.7％ 

(H29年全国) 

ファミリー・サポート・センター

の設置市町村 

12カ所 

（H18年度） 

76市町村 

（H31年度） 

59市町村 

（H28年度） 

61市町村 

（H29年度） 
 

地域子育て支援拠点事業の実施

数 

191カ所 

（H18年度） 

398カ所 

（H31年度） 

385カ所 

（H28年度） 

398カ所 

（H29年度） 
 

放課後児童クラブ設置数 
764カ所 

（H18年度） 

1,016 カ所 

（H31年度） 

1,022 カ所 

（H28年度） 

1,028 カ所 

（H29年度） 
 

保育所待機児童数 
532人 

（H20.4.1） 

※ 0人 

（H29年度） 

65人 

（H29.4.1） 

129人 

（H30.4.1） 
 

延長保育実施数 
375カ所 

（H18年度） 

856カ所 

（H31年度） 

764カ所 

（H28年度） 

805カ所 

（H29年度） 
 

夜間保育の実施数 
6カ所 

（H18年度） 

10カ所 

（H31年度） 

7カ所 

（H28年度） 

6カ所 

（H29年度） 
 

休日保育の実施数 
15カ所 

（H18年度） 

55カ所 

（H31年度） 

29カ所 

（H28年度） 

31カ所 

（H29年度） 
 

子育て短期支援実施市町村 － 
47カ所 

（H31年度） 

39カ所 

（H28年度） 

39カ所 

（H29年度） 
 

農業士の女性認定数 － 
100人 

（H39年度） 

53人 

（H29.3.31） 

57人 

（H29年度） 
 

主要農家に対する家族経営協定

の締結割合 
－ 

33.0％ 

（H34年度） 

23.3％ 

（H28.3.31） 
  

  （注） ※については、平成 29年度に目標を達成し、以降それを維持することを目指す。 

 

 ・道の審議会における女性委員の登用率は、年々増加傾向にあり、平成 19年度から 6.6ポイン

ト上昇していますが、前年度に比べると 0.2ポイントの微減となりました。 
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 ・女性（25～34歳）の就業率は、目標としている全国平均値（75.7％）より 4.3ポイント低い

状況ですが、前年より 1.1ポイント増加しました。なお、年齢階級別に見た場合、30歳代を

底とするいわゆる「Ｍ字カーブ」の谷は年々浅くなっています。 

 ・保育所待機児童数は、前年度末から微増となりましたが、平成 18年度と比較すると 403人減

少しています。 

  ・農業士の女性認定数は、前年度より４人の増となりました。 

 

〔参考：道の審議会等における女性委員の登用率（過去 10年間の推移）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔参考：女性の就業率（年齢階層別・前年との比較）〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標Ⅲ 安心して暮らせる社会の実現】 

 男女平等参画を阻害するあらゆる暴力の予防と根絶に向け、意識啓発や相談体制の整備・充実など的確  

な被害者支援に努めるとともに、経済的に安定し健康的に充実した人生を送ることができるよう、様々な

環境の整備や支援に努めています。 

 

 

 《主な関連施策〔事業名〕》 

・配偶者暴力相談支援センター（道立女性相談援助センター、本庁、各（総合）振興局）を配置 

30.8% 31.9% 32.2% 32.6% 32.9%

35.5%
35.0%

36.3%

36.4%

37.6% 37.4%

32.3% 32.4%
33.2%

33.8%
33.2%

32.9%

34.1%

35.4%

36.7%

37.1% 37.4%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（年度）北海道 国

17.4

64.3

73.1
70.0 70.6 72.5

75.4 73.4

65.0

48.0

12.9

16.8

67.5
72.8

68.1 67.5
70.1

74.3
71.6

65.5

47.1

12.4
10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

(％)

北海道（H29） 北海道（H28）
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して一時保護や相談体制の充実を図るほか、民間シェルターへの支援、職務関係者向けの研修会

や関係機関相互の連携を図るための会議などを開催し、総合的な被害者支援対策を実施〔配偶者

暴力被害者支援対策費〕 

・道立女性相談援助センターによる配偶者暴力防止法及び売春防止法に基づく相談や保護、自立

支援の実施〔女性相談援助対策費、女性相談援助センター管理費〕 

・各（総合）振興局に男女平等参画推進員を設置し、配偶者暴力被害者の相談対応など被害者支      

援を実施〔配偶者暴力被害者支援対策費（男女共同参画推進員設置費）〕 

・ひとり親家庭の親等を対象に、就業に関する相談､技能習得､就業情報提供に至るまでの一貫し

た就労支援サービスを提供するとともに､地域生活や養育費に関する専門的な相談等を行い､自

立を支援 〔ひとり親等支援対策費（母子家庭等就業・自立支援センター事業費）〕 

・「女性の健康サポートセンター」（道内 26の道立保健所内）や、「不妊専門相談センター」（旭川 

医科大学附属病院内）を設置し、女性特有の様々な健康上の課題に対応する相談体制の充実や、不妊 

症・不育症の専門的な相談支援を実施 〔母子保健対策事業費（女性と子どもの健康支援対策事業費）〕 

 

《取組の推進状況》 

主な指標項目 
２次計画 

策 定 時 

３次計画 備考 

（前回調査

結果等） 
目 標 策 定 時 現 状 

配偶者等からの暴力（DV）の周知度 － 
90.0％ 

（H34年度） 

75.9％ 

（H28.9） 

75.9％ 

（H28.9） 

78.4％ 

（H24年度） 

ひとり親家庭の親の就業率（母子

家庭） 
－ 

78.0％ 

（H31年度） 

76.5％ 

（H24年度） 

89.7％ 

（H29年度） 

 

 

ひとり親家庭の親の就業率（父子 

家庭） 
－ 

91.0％ 

（H31年度） 

89.8％ 

（H24年度） 

94.4％ 

（H29年度） 
 

健康寿命 

男性 75歳 
都道府県順
位の 10ラ
ンクアップ
以上をめざ
し、健康寿
命を延伸さ
せる 

71.11歳 

（25位） 

71.98歳 

（25位） 
 

女性 

 

79歳 

（H16年） 

74.39歳 

（26位） 

（H25年） 

73.77歳 

（45位） 

（H29年） 

 

本道の成人の週１回以上スポーツ

実施率 
－ 

65.0％ 

（H37年度） 

58.9％ 

（H28年度） 

58.9％ 

（H28年度） 
  

子宮頸がん検診、乳が

ん検診受診率 

子 宮 

頸がん 
－ 

50％以上 

（H35年度） 

33.3％ 

（H28年度） 

33.3％ 

（H28年度） 
 

乳がん － 
50％以上 

（H35 年度） 

31.2％ 

（H28年度） 

31.2％ 

（H28年度） 
 

小児二次救急医療体制が確保され

ている二次医療圏数 
－ 

21カ所 

（H35 年度） 

20カ所 

（H28年度） 

20カ所 

（H29年度） 
 

 

・ひとり親家庭の就業率は、母子家庭、父子家庭ともに、前回（平成 24年度）調査を上回りまし

た。 

・健康寿命については、男性は策定時に比べ延伸している一方、女性は策定時に比べ短縮となり

ました。 


